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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャビネットの背面板の上端部に設けた支持ブラケットに対して、補助天板を着脱可能
または回動可能に配置し、該補助天板と前記キャビネットの天面とを同一平面状となす一
方、前記キャビネットの背面板の側部にブラケットを介して側カバー板を着脱可能に装着
し、補助天板と側カバー板と前記背面板の後側とで囲まれるキャビネットの背面部位を配
線空間に構成し、前記配線空間は、前記キャビネットの背面板と対峙する後方が開放され
ていることを特徴とするキャビネットにおける配線構造。
【請求項２】
　前記補助天板には、前記配線空間への配線コード通過のための切欠き部が形成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載のキャビネットにおける配線構造。
【請求項３】
　前記キャビネットの背面板には、前記補助天板を支持するための前記支持ブラケット付
きの横長の配線受樋を、配線空間内に納まるように固定したことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載のキャビネットにおける配線構造。
【請求項４】
　キャビネットの背面板の上部に横長の配線受樋を取付け、該配線受樋と一体的に形成さ
れ、且つ当該配線受樋の上面側に形成された支持部材に、補助天板を着脱可能に配置し、
前記補助天板と前記キャビネットの天面とを同一平面状となす一方、前記キャビネットの
背面板の側部に前記配線受樋を介して側カバー板を着脱可能に装着し、補助天板と側カバ
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ー板と前記背面板の後側とで囲まれるキャビネットの背面部位を配線空間に構成し、前記
配線空間は、前記キャビネットの背面板と対峙する後方が開放され、
　さらに、前記補助天板には、前記配線空間への配線コード通過のための切欠き部が形成
されていることを特徴とするキャビネットにおける配線構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、キャビネット（収納家具）の背面側に形成する配線構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近のオフィス環境では、書類等を収納する収納家具としてのキャビネットの高さを低く
し、該キャビネットの天面にプリンタ等のＯＡ機器を配置するというレイアウトが考えら
れている。また、このような背の低いキャビネットの背面を自立型の間仕切パネル（パー
ティション）の前面や室の間仕切パーティションや壁に対峙させて配置するレイアウトも
考えられている。
【０００３】
この場合にキャビネットの天面に配置したＯＡ機器への配線コードが外側から見えないよ
うにする構成として、実用新案登録公報（登録番号第２５０２１４７号には、キャビネッ
トの天面の前後中途部に左右方向に長い横凹溝を形成する一方、キャビネットの側面の前
後中途部に上下方向に長い縦凹溝を形成し、これらの凹溝に配線コードを挿通し、且つキ
ャビネットの天面及び側面に各々天板やカバー板をビス止めした構成が提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記先行技術によれば、キャビネットの天面や側面自体に、凹溝を凹み形
成しなければならず、そのためにキャビネット自体の構成が複雑となり、製造コストも嵩
むという問題があった。また、前記凹溝の存在しないキャビネットに、後から凹溝を設け
ることはほぼ不可能であるという問題もあった。
【０００５】
本発明は、このような現状を改善することを技術的課題とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するための請求項１の発明のキャビネットにおける配線構造は、キャビネ
ットの背面板の上端部に設けた支持ブラケットに対して、補助天板を着脱可能または回動
可能に配置し、該補助天板と前記キャビネットの天面とを同一平面状となす一方、前記キ
ャビネットの背面板の側部にブラケットを介して側カバー板を着脱可能に装着し、補助天
板と側カバー板と前記背面板の後側とで囲まれるキャビネットの背面部位を配線空間に構
成し、前記配線空間は、前記キャビネットの背面板と対峙する後方が開放されているもの
である。
【０００７】
また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のキャビネットにおける配線構造におい
て、前記補助天板には、前記配線空間への配線コード通過のための切欠き部が形成されて
いるものである。
【０００８】
そして、請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載のキャビネットにおけ
る配線構造において、前記キャビネットの背面板には、前記補助天板を支持するための前
記支持ブラケット付きの横長の配線受樋を、配線空間内に納まるように固定したものであ
る。
　請求項４に記載の発明は、キャビネットの背面板の上部に横長の配線受樋を取付け、該
配線受樋と一体的に形成され、且つ当該配線受樋の上面側に形成された支持部材に、補助
天板を着脱可能に配置し、前記補助天板と前記キャビネットの天面とを同一平面状となす
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一方、前記キャビネットの背面板の側部に前記配線受樋を介して側カバー板を着脱可能に
装着し、補助天板と側カバー板と前記背面板の後側とで囲まれるキャビネットの背面部位
を配線空間に構成し、前記配線空間は、前記キャビネットの背面板と対峙する後方が開放
され、さらに、前記補助天板には、前記配線空間への配線コード通過のための切欠き部が
形成されているキャビネットにおける配線構造である。
【０００９】
【発明の実施形態】
次に、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。図１及び図２は第１実施
形態を示し、図１は、高さの低いキャビネット１を背面側から見た斜視図であって、２つ
のキャビネット１、１を左右に並設している。図２は間仕切（パーティション）の前面に
キャビネット１を配置した状態の一部切欠き側面図である。各キャビネット１、１は、左
右側板１ａと、背面板１ｂと天面板１ｃとからなり、中空状のベース２に載置され、該ベ
ース２の側面や前面（図示せず）には、コード挿通孔３が穿設されている。各キャビネッ
ト１には前面側に引出しできる鏡板付き収納棚４が上下複数段に配置され、各キャビネッ
ト１、１の天面板１ｃには、木製等の天板５が固着されて、キャビネット１の天面部が形
成されている。
【００１０】
前記キャビネット１、１の背面側に配線空間１２を形成するため、第１実施形態では、当
該キャビネット１の背面板１ｂの上端部には、金属板製等の複数の支持ブラケット６を各
々（ビス）ネジ止め等にて固定する。そして、これら支持ブラケット６に載置可能で、且
つ前記天板５の上面と略同一平面状となるように横長（天板５と同じ幅寸法）の補助天板
７を配置する。このとき、該補助天板７の基端を、前記天板５の後縁もしくはキャビネッ
ト１の背面板１ｂに蝶番８を介して上下回動可能に連結する。
【００１１】
また、キャビネット１の側面板１ａと略同一面状に縦長の側カバー板９を着脱自在に装着
するため、キャビネット１の背面板１ｂの上下部位に金属製等のブラケット１０ａ、１０
ｂをネジ（ビス）止め等にて固定する。図示実施形態では、２つのキャビネット１、１を
並設し、この２つのキャビネットの背面側を一体的に配線空間とするため、右側のキャビ
ネット１の右側端と、左側のキャビネット１の左側端とに各々側カバー板９、９を設ける
。各側カバー板９の内面に突設した係止金具１１ａ，１１ｂにて前記各ブラケット１０ａ
、１０ｂの取付け孔等に着脱自在に係止するのである。このようにして、キャビネット１
、１の背面板１ｂと、補助天板７、７と、側カバー板９、９とで囲まれた空間が配線空間
１２となる。前記各補助天板７の後縁には、配線空間１２から配線コードＣを引き出すた
めの切欠き部１３を１～複数個設ける。
【００１２】
この構成のキャビネット１、１をその背面側がパーティション１４、間仕切パネルまたは
室の壁に対峙させて配置させると、前記配線空間１２は図２に示すように密閉状態となる
。天板５及び補助天板７の上に載置したプリンタ、ファクシミリ装置等のＯＡ機器１５へ
の配線コードＣは補助天板７における切欠き部１３から配線空間１２を通り、図示しない
床下のコンセント等に接続したり、パーティション１４の基部のコンセントに接続したり
、パーティション１４の基部等に形成されている配線通路を介して配線作業を実行するこ
とができる。このような配線作業は、前記側カバー板９、９を取り外したり、補助天板７
を上向きに開く等して、配線空間１２を開放状とすることより、至極容易となる。なお、
配線コードＣをベース２のコード挿通孔３、３を経て床上に導き出しても良い。
【００１３】
図３及び図４に示す第２実施形態では、前記配線空間１２内に、キャビネット１の幅寸法
に略等しい横長の配線受樋１６を設けるにおいて、該配線受樋１６の一側に、複数の支持
ブラケット６を一体的に屈曲形成し、キャビネット１の背面板１ｂの上端近傍にビス等に
て取付け固定するものであり、補助天板７上の重量を支持するためには、材料として金属
製であることが好ましい。また、前記配線受け樋１６の長手方向の端部に、側カバー板９
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を着脱自在に取り付けるためのフランジ１０ａを屈曲させて一体的に設けるようにしても
良い。この第２実施形態でも、補助天板７は蝶番８を介してキャビネット１の背面に上下
回動可能に連結したものである。配線受樋１６の底板１６ａ等にコンセント１７を配置し
、床下もしくはパーティション１４の箇所からの電源コード（図示せず）を配線空間１２
を介して前記コンセント１７に接続することにより、複数のＯＡ機器１５に対する電源供
給が容易になる。また、前記配線受樋１６の底板１６ａには長い配線コードＣの余長部を
支持収納することにより、纏めることができる。また、底板１６ａの長手中途部にコード
通過孔を穿設し、床方向への配線コードＣの通過距離を短縮させることもできる。他の構
成は第１実施形態と同じであるので、同じ部品、構成について同じ符号を付して詳細な詳
細な説明は省略する。
【００１４】
図５は、第１及び第２実施形態の変形例を示し、補助天板７をキャビネット１に対して着
脱自在に構成した場合の斜視図であり、図示しないが、補助天板７の下面に下向きに設け
た係合突起を、前記支持ブラケット６における上水平板に設けられた係合孔に嵌めること
により、補助天板７が左右前後方向にずれ動かないにできる。この変形例においても、補
助天板７と側カバー板９、９とによりパーティション１４の前面とキャビネット１の背面
との間に、配線空間１２が至極簡単に形成できると共に、補助天板７及び側カバー板９を
外すことで配線空間１２内への配線作業が至極容易に行えるという効果を奏する。
【００１５】
なお、図示しないが、他のキャビネットの背面または事務用机の机天板の後端に、前記補
助天板７及び側カバー板９が隣接するように（配線空間１２が位置するように）キャビネ
ットを背中合わせに配置するレイアウトを採用しても良い。上記各実施形態において、Ｏ
Ａ機器１５の奥行き寸法が大きくても、前記キャビネット１上の天板５と、支持ブラケッ
ト６にてしっかりと支持された補助天板７とにわたってＯＡ機器１５を載置することがで
きるのである。
【００１６】
【発明の作用・効果】
請求項１の発明のキャビネットにおける配線構造は、キャビネットの背面板の上端部に設
けた支持ブラケットに対して、補助天板を着脱可能または回動可能に配置し、該補助天板
と前記キャビネットの天面とを同一平面状となす一方、前記キャビネットの背面板の側部
にブラケットを介して側カバー板を着脱可能に装着し、補助天板と側カバー板と前記背面
板の後側とで囲まれるキャビネットの背面部位を配線空間に構成し、前記配線空間は、前
記キャビネットの背面板と対峙する後方が開放されているものである。このように、キャ
ビネットの背面側を補助天板と側カバー板とで囲むことで至極簡単に配線空間を形成する
ことができ、且つ前記補助天板と側カバー板とこれらを支持する支持ブラケットやブラケ
ットを付加するだけの簡単な作業で、既存のキャビネットに前記配線空間を設けられると
いう効果を奏する。そして、前記キャビネットの背面板と対峙する後方が開放されている
前記配線空間は、その開放側をパーティションや間仕切パネルまたは室の壁にて簡単に覆
うことができるという効果を奏する。
【００１７】
そして、本発明に従えば、補助天板を支持ブラケットに対して取り外すか、回動させて開
き、また、側カバー板を外すだけで、前記配線空間に対する配線コードの配線作業が至極
簡単に実行できるのである。
【００１８】
また、補助天板がキャビネットの天面の後に略同一平面状に配置され、支持ブラケットに
て支持される結果、キャビネットの天面部分の奥行き寸法が大きくなり、物品の載置面積
を大きくできるという効果を奏する。
【００１９】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のキャビネットにおける配線構造において、前
記補助天板には、前記配線空間への配線コード通過のための切欠き部が形成されているも
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線空間が形成されるようにキャビネットを配置するとき、切欠き部を介して配線空間と外
との間に配線コードを通したままで、補助天板をキャビネットの天面と略同一平面状にで
きるから、キャビネット上に奥行きの大きいＯＡ機器を載置して電気的に接続する作業が
容易になるという効果を奏する。
【００２０】
そして、請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載のキャビネットにおけ
る配線構造において、前記キャビネットの背面板には、前記補助天板を支持するための前
記支持ブラケット付きの横長の配線受樋を、配線空間内に納まるように固定したものであ
る。
【００２１】
このようにすれば、配線空間内に位置する配線コードの余長部を配線受樋に収納すること
ができ、複数の配線コードを床に垂らす場合の混乱状態を防止できるという効果を奏する
。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態におけるキャビネットを背面方向から見た斜視図である。
【図２】第１実施形態の一方の側カバー板を外した状態の一部切欠き側面図である。
【図３】第２実施形態におけるキャビネットを背面方向から見た斜視図である。
【図４】第２実施形態の一方の側カバー板を外した状態の一部切欠き側面図である。
【図５】変形例の斜視図である。
【符号の説明】
１　　　キャビネット
１ａ　　側板
１ｂ　　背面板
１ｃ　　天面板
５　　　天板
６　　　支持ブラケット
７　　　補助天板
８　　　蝶番
９　　　側カバー板
１０ａ，１０ｂ　　ブラケット
１１ａ，１１ｂ　　係止金具
１２　配線空間
１３　切欠き部
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